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表紙

第69回
定時株主総会招集ご通知

開催日時　2022年６月28日（火曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）
※昨年と開会時間及び受付開始時間が変更となって
　おりますのでご留意ください。

開催場所　東京都荒川区東日暮里５丁目50番５号
　　　　　アートホテル日暮里　ラングウッド　飛翔の間

※昨年と会場が変更となっておりますのでご留意ください。
　(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください)

目　次

第69回定時株主総会招集ご通知 1
株主総会参考書類
　第１号議案　剰余金の処分の件 ４
　第２号議案　定款一部変更の件 ５
　第３号議案　取締役７名選任の件 ７
（添付書類）
　事業報告 13
　連結計算書類 38
　計算書類 41
　監査報告 44

　

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
株主総会へのご出席を検討されている株主様にお
かれましては、株主総会当日までの感染拡大の状
況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用な
どの感染予防にご配慮いただき、ご来場ください
ますようお願いいたします。

　 証券コード 7955
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招集ご通知

証券コード7955
2022年６月６日

株　主　各　位
東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号

代表取締役　社長執行役員 竹 内 　 宏

議決権行使のご案内

郵送（書面）による議決権行使の場合 インターネットによる議決権行使の場合 株主総会会場での議決権行使の場合

郵送 インターネット 会場受付にて
ご提出

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛
否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年６月27日（月曜日）
午後５時30分到着分まで　

３頁の案内に従って、議案の賛否をご
入力ください。

行使期限

2022年６月27日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで　

当日ご出席の際は、同封の議決権行使
書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2022年６月28日（火曜日）
午前10時　

機関投資家の皆様へ 上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、予め申し込みをされた場合に限り、株式会
社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

第69回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総
会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使のご案内」にしたがって、2022年６月27日（月曜日）午後５時
30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

1 日　　時 2022年６月28日（火曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）
※昨年と開会時間及び受付開始時間が変更となっておりますのでご留意ください。

2 場　　所 東京都荒川区東日暮里５丁目50番５号
アートホテル日暮里　ラングウッド　飛翔の間
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
※昨年と会場が変更となっておりますのでご留意ください。

3 目的事項 報告事項　　１. 第69期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

２. 第69期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項　　第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役７名選任の件

4 議決権行使に
関する事項

　議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
　書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ット等による議決権行使の内容を有効としてお取り扱いいたします。
　また、インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後
に行使された内容を有効としてお取り扱いいたします。

　代理人による議決権行使
　当社定款の定めに基づき、株主様は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代
理人として、その議決権を行使することができます。ただし、代理権を証明する書
面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
※次の事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://cleanup.
jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成する
に際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
１. 連結計算書類の連結注記表
２. 計算書類の個別注記表

※株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://cleanup.jp/）に掲載させていただきます。

記

以　上
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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剰余金処分議案

第１号議案 剰余金の処分の件

株主総会参考書類
議案及び参考事項

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　当社は、グループ全体の効率的な経営による収益力の向上と資本効率の向上を図りつつ、安定した配当を継
続することにより、株主の皆様への利益還元に努めてまいりたいと考えております。

　　期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、当社グループにおける当期の業績及び今後の事業展開などを総合的
に勘案した結果、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。
①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金13円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は479,584,560円となります。
　これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき23円となり、前期に比べ
　３円の増配となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年６月29日といたしたいと存じます。

4
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定款変更議案

第２号議案 定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第14条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載ま
たは表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定め
るところに従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。

（削　　除）

（電子提供措置等）
（新　　設） 第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書

類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る。

１．変更の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなります
ので、次のとおり定款を変更するものであります。
⑴ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

⑵ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求を
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、変更案
第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

⑶ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

⑷ 上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則
は期日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を表します）

5
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

２．　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の基
準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書
面に記載することを要しない。

（附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条　定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）の削除および定款第14条（電子提
供措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生
ずる。

２．　前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６
か月以内の日を株主総会の日とする株主総会について
は、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３．　本附則は、2022年９月１日から６か月を経過した
日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除する。

6
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取締役選任議案

第３号議案 取締役７名選任の件

候補者番号 氏名 当社における現在の地位及び担当

1 い の

井
 

　
う え

上
 

　
きょう

強
 

　
い ち

一 再 任
　

代表取締役会長

2 た け

竹
 

　
う ち

内
 

　
 

　
 

　
ひろし

宏 再 任
　

代表取締役
社長執行役員 営業本部管掌

3 や ま

山
 

　
だ

田
 

　
ま さ

雅
 

　
じ

二 再 任
　

取 締 役
専務執行役員

購買部、CS推進部、開発部門、生産
本部管掌

4 か わ

川
 

　
だ

田
 

　
か ず

和
 

　
ひ ろ

弘 再 任
　

取 締 役
専務執行役員 経理部担当 兼 経営企画部管掌

5 い の

井
 

　
う え

上
 

　
や す

泰
 

　
の ぶ

延 再 任
　

取 締 役
専務執行役員

海外事業推進部担当 兼 法務・監査部、
総務部、人事部、情報システム部管掌

6 か わ

川
 

　
さ き

﨑
 

　
 

　
 

　
あつし

享 再 任 社 外 独 立
　

社外取締役

7 ち

千
よ

代
だ

田
 

　
ゆ う

有
 

　
こ

子 再 任 社 外 独 立
　

社外取締役

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者

　取締役９名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的か
つ機動的に意思決定を行えるよう２名減員し、社外取締役２名を含む、取締役７名の選任をお願いするもので
あります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

7
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取締役選任議案

1
　

い の

井
 

 
う え

上　
き ょ う

強
 

 
い ち

一（1949年３月17日生） 再 任
　

略歴　    1974年    7 月 当社入社
    1978年    3 月 当社取締役
    1983年    3 月 当社代表取締役副社長
    1987年    7 月 当社代表取締役社長
    2017年    1 月 当社代表取締役会長（現任）
取締役会への出席状況（2021年度）

13／15回（87％）
所有する当社株式の数

391,000株
取締役候補者とした理由

井上強一氏は、長年にわたり代表取締役社長として当社の経営を指揮し、強力なリーダーシップ
により当社を成長に導きました。代表取締役会長就任後は、企業価値向上に向けた取組みを牽引
してきました。その実績、能力、豊富な経験を勘案し、取締役候補者といたしました。

2
　

た け

竹
 

 
う ち

内
 

　
 

　
 

 
ひ ろ し

宏（1956年１月14日生） 再 任
　

略歴　    1979年    4 月 当社入社
    2012年    7 月 当社執行役員
    2014年    7 月 当社常務執行役員
    2016年    6 月 当社取締役
    2018年    1 月 当社営業本部長
    2018年    3 月 当社ハウス・直需事業部管掌

    2018年    4 月 当社代表取締役　社長執行役員（現任）
    2020年    4 月 当社営業部門管掌
    2021年    4 月 当社営業部門、ハウス営業部、

直需営業部管掌
    2022年    4 月 当社営業本部管掌（現任）

取締役会への出席状況（2021年度）
15／15回（100％）

所有する当社株式の数
18,400株

取締役候補者とした理由
竹内　宏氏は、長年にわたり営業部門に携わる等、豊富な業務経験を有しております。取締役就
任以降は、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、また、
2018年からは代表取締役 社長執行役員に就任し、業務執行を統括する立場として強力なリーダ
ーシップを発揮し、当社の成長を牽引するなど、当社の企業価値向上に寄与していると判断して
おります。その実績、能力、豊富な経験を勘案し、取締役候補者といたしました。

8
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取締役選任議案

3
　

や ま

山
 

 
だ

田
 

　
ま さ

雅
 

 
じ

二（1955年12月５日生） 再 任
　

略歴　    1978年    4 月 当社入社
    2012年    7 月 当社執行役員
    2016年    3 月 当社生産本部長
    2016年    6 月 当社取締役（現任）
    2016年    7 月 当社常務執行役員
    2018年    7 月 当社専務執行役員（現任）

    2019年    3 月 当社開発全部門、生産全部門管掌
    2020年    4 月 当社購買部、生産部門管掌
    2022年    4 月 当社購買部、CS推進部、開発部門、

生産本部管掌（現任）

取締役会への出席状況（2021年度）
15／15回（100％）

所有する当社株式の数
20,700株

取締役候補者とした理由
山田雅二氏は、長年にわたり生産部門に携わり、また、購買、CS、開発部門の業務執行を担当
するなど、豊富な業務経験を有しております。取締役就任以降は、経営の重要な意思決定及び業
務執行に対する監督機能を適切に果たしており、当社の企業価値向上に寄与していると判断して
おります。その実績、能力、豊富な経験を勘案し、取締役候補者といたしました。

4
　

か わ

川
 

 
だ

田
 

　
か ず

和
 

 
ひ ろ

弘（1959年６月１日生） 再 任
　

略歴　    1982年    4 月 当社入社
    2011年    3 月 当社経理部長
    2014年    7 月 当社執行役員
    2015年    7 月 当社常務執行役員
    2018年    6 月 当社取締役（現任）

当社経営企画部管掌
    2019年    3 月 当社経理部担当 兼 経営企画部、

総務部管掌

    2019年    7 月 当社専務執行役員（現任）
    2020年    4 月 当社経理部、経営企画部担当 

兼 総務部管掌
    2021年    4 月 当社経理部担当 兼 経営企画部管掌

（現任）

取締役会への出席状況（2021年度）
15／15回（100％）

所有する当社株式の数
12,800株

取締役候補者とした理由
川田和弘氏は、長年にわたり経理部門に携わり、また、総務、経営企画部門の業務執行を担当す
るなど、豊富な業務経験を有しております。取締役就任以降は、経営の重要な意思決定及び業務
執行に対する監督機能を適切に果たしており、当社の企業価値向上に寄与していると判断してお
ります。その実績、能力、豊富な経験を勘案し、取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

5
　

い の

井
 

 
う え

上
 

　
や す

泰
 

 
の ぶ

延（1985年11月16日生） 再 任
　

略歴　    2014年    3 月 当社入社
    2017年    3 月 当社執行役員

当社総務部担当
クリナップハートフル株式会社
代表取締役（現任）

    2019年    3 月 当社総務部、経営企画部担当
    2019年    6 月 井上興産株式会社

代表取締役（現任）
    2019年    7 月 当社常務執行役員

    2020年    4 月 当社総務部、海外営業部担当
    2020年    6 月 当社取締役（現任）
    2021年    4 月 当社総務部、海外事業推進部担当
    2021年    7 月 当社専務執行役員（現任）
    2022年    4 月 当社海外事業推進部担当 兼 

法務・監査部、総務部、人事部、
情報システム部管掌（現任）

取締役会への出席状況（2021年度）
15／15回（100％）

所有する当社株式の数
52,700株

取締役候補者とした理由
井上泰延氏は、長年にわたり総務部門に携わり、また、海外事業、法務・監査、人事、情報シス
テム部門の業務執行を担当する他、関係会社の代表取締役を務めるなど豊富な業務経験を有して
おります。取締役就任以降は、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果
たしており、当社の企業価値向上に寄与していると判断しております。その実績、能力、豊富な
経験を勘案し、取締役候補者といたしました。

6
　

か わ

川
 

 
さ き

﨑
 

　
 

　
 

 
あ つ し

享（1965年４月28日生） 再 任 社 外 独 立
　

略歴　    1995年    10月 川﨑電気エンジニアリング株式会社　代表取締役社長
    2001年    12月 シーアンドケー株式会社　代表取締役社長
    2008年    5 月 株式会社エム・アイ・ピー　入社
    2013年    5 月 株式会社エム・アイ・ピー　代表取締役社長（現任）
    2015年    5 月 株式会社リンガーハット　社外取締役（現任）
    2016年    6 月 当社社外取締役（現任）
取締役会への出席状況（2021年度）

15／15回（100％）
所有する当社株式の数

6,000株
重要な兼職の状況

株式会社エム・アイ・ピー　代表取締役社長
株式会社リンガーハット　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
川﨑　享氏は、経営者として長年にわたり会社経営に携わり、また、他の企業において社外取締
役としての経験も有しております。これらの豊富な経験や幅広い見識から、社外取締役として適
任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏には、上記の豊富な経験や幅広い見
識を活かし、主に企業経営者の見地から経営諮問委員会の委員として、当社の役員候補者の選定
や役員報酬などについて関与するとともに、客観的・中立的立場から取締役会を監督することを
期待しております。
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取締役選任議案

7
　

ち

千
よ

代
だ

田
 

 
ゆ う

有
 

 
こ

子（1961年１月14日生） 再 任 社 外 独 立
　

略歴　    1994年    4 月 弁護士登録、開業
    2002年    1 月 千代田法律事務所開設　同事務所代表（現任）
    2016年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2018年    6 月 株式会社廣済堂　社外取締役
    2020年    6 月 株式会社TBK　社外取締役（現任）
取締役会への出席状況（2021年度）

15／15回（100％）
所有する当社株式の数

－
重要な兼職の状況

千代田法律事務所　代表
株式会社TBK　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
千代田有子氏は、弁護士として企業法務に精通しております。これらの豊富な経験や幅広い見識
から、社外取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏には、上
記の豊富な経験や幅広い見識を活かし、主に弁護士の見地から経営諮問委員会の委員として、当
社の役員候補者の選定や役員報酬などについて関与するとともに、客観的・中立的立場から取締
役会を監督することを期待しております。
なお、同氏は社外取締役以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に
より、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。

（注）１．各候補者と当社との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
２．川﨑　享氏が代表取締役社長を務めている株式会社エム・アイ・ピーと当社との間には、当社生産管理についての

コンサルティングに関する取引関係がありますが、当事業年度における取引額は、当社の当連結会計年度におけ
る、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。

３．当社代表取締役会長である井上強一氏は、川﨑　享氏が代表取締役社長を務める株式会社エム・アイ・ピーの社外
監査役であり、川﨑　享氏の再任が承認された場合、当社と同社とは役員の相互就任の関係となります。

４．当社は、川﨑　享氏及び千代田有子氏の再任が承認された場合、各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

５．当社は、川﨑　享氏及び千代田有子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の
再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。なお、各氏は当社の定める「社
外役員の独立性に関する判断基準」を満たしております。

６．当社は、社外を含む取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保
険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき
行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するこ
ととしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場
合は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同
様の内容で更新することを予定しております。

７．千代田有子氏の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
８．川﨑　享氏及び千代田有子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会

の終結の時をもって各氏６年であります。

11



株
主
総
会
参
考
書
類

2022/05/24 20:50:51 / 21825308_クリナップ株式会社_招集通知

（ご参考）取締役・監査役のスキルマトリックス

社外
独立

企業経営・
経営戦略

営業・マー
ケティング

生産・調達・
研究開発・品質 財務・会計

法務・
リスク管理 人事・労務

グローバル
（国際） IT・DX

取締役

井 上 強 一 ● ● ●

竹 内 　 宏 ● ●

山 田 雅 二 ● ●

川 田 和 弘 ● ● ● ●

井 上 泰 延 ● ● ● ● ●

川 﨑 　 享 ● ● ● ●

千代田　有　子 ● ● ●

監査役

山 根 康 正 ● ●

島 崎 憲 夫 ● ● ● ● ● ● ●

新 谷 謙 一 ● ●

高 品 　 彰 ● ● ●

ご参考
『取締役・監査役のスキルマトリックス』

※ESG・サステナビリティ、SCMは「企業経営・経営戦略」に含まれるものとなります。
以　上
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事業の経過及びその成果

(添付書類)

事業報告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染再拡大によって発出されたまん延防止等
重点措置の影響により依然として厳しい状況が続きましたが、ワクチン接種の進捗に伴い重点措置が解除され
たこともあり、足元では回復基調となりました。
　住宅設備機器業界におきましては、政府による住宅取得支援策の影響もあり、新設住宅着工戸数は前年を上
回るなど、需要は回復傾向で推移しました。しかしながら世界的な原材料／資材の供給不足、価格高騰の影響
などもあり、未だ先行き不透明な状況が続いております。
　このような中、当社グループ（当社及び連結子会社をいう。以下同じ。）は、10年後を見据えた長期ビジ
ョン「クリナップサステナブルビジョン2030」及び新たな３ヶ年計画である「2021中期経営計画」を策定
し、推進してまいりました。
　商品面及び販売面では、主力の中高級価格帯システムキッチン「ＳＴＥＤＩＡ（ステディア）」において、
2018年の発売以来初となる大規模モデルチェンジを2022年２月に行いました。また、2021年６月にコンパ
クトキッチン「コルティ」、９月にはシステムキッチン「ラクエラ」やシステムバスルーム「アクリアバス」
「ユアシス」において、お客様のニーズを捉えた強化を行うなど、付加価値の高い商品を市場に提供してまい
りました。
　大切な顧客接点であるショールームでは、価値提供強化を図るため、６月に姫路ショールーム、10月に福
井ショールームを移転オープンしました。全国102ヶ所のショールームにおいては、事前来場予約の促進、感
染防止策の徹底など、安心・安全に商品を体感できるよう努めております。さらには、自宅などから直接相談
できる「オンライン相談」やショールーム見学が疑似体験できる「オンラインショールーム」などのＷＥＢコ
ンテンツを拡充しました。また、当社の会員登録制組織「水まわり工房」加盟店等の流通パートナーと連携
し、『イエナカ充実キャンペーン』等の各種イベントを開催し、需要の拡大、獲得に努めてまいりました。
　生産面では、東西の生産拠点での生産性向上、ＶＥ活動を推進し、原価低減に努めてまいりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高を部門別にみますと、厨房部門は前期比10.8％増の91,274百万円、浴
槽・洗面部門は同0.9％増の14,956百万円となりました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比8.8％増の113,305百万円となりました。利益面では営業
利益は同45.2％増の3,795百万円、経常利益は同57.0％増の4,261百万円、親会社株主に帰属する当期純利
益は同80.7％増の3,155百万円となりました。
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事業の経過及びその成果

企業集団の事業部門別売上高 （単位：百万円）

期　別

区　分

第68期
（2021年３月期）

第69期
（当連結会計年度）
（2022年３月期） 前連結会計年度比

売上高 構成比 売上高 構成比

厨房部門 82,356 79.1％ 91,274 80.6％ 110.8％

浴槽・洗面部門 14,816 14.2 14,956 13.2 100.9

その他 7,013 6.7 7,075 6.2 100.9

合計 104,185 100.0 113,305 100.0 108.8

●■厨房部門

912億円売上高

82,356

第68期

91,274

第69期
　　

●■浴槽・洗面部門

149億円売上高

14,816

第68期

14,956

第69期
　　

連結業績 （単位：百万円）

業績項目 第68期
（2021年３月期）

第69期
（当連結会計年度）
（2022年３月期）

前連結会計年度比

売上高 104,185 113,305 108.8%

営業利益 2,614 3,795 145.2

経常利益 2,714 4,261 157.0

親会社株主に帰属する当期純利益 1,746 3,155 180.7
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設備投資の状況、資金調達の状況

当社事務所・ショールーム 移転・改装 754百万円
当社湯本工場 生産設備の増強 561百万円
当社鹿島システム工場 生産設備の増強 391百万円
当社本社他 情報投資 1,264百万円

当社クレート工場 生産設備の増強 228百万円
当社生産部門他 情報投資 561百万円

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は4,228百万円で、その主なものは次のとおり
であります。
①　当連結会計年度中に完成した主要設備

②　当連結会計年度において継続中の主要設備

⑶　資金調達の状況
　特記すべき資金調達は行っておりません。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
　当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せず、その影響によ
り国内・世界経済ともに先行き不透明であり、また不安定な世界情勢のなか原材料／資材の供給不足、価
格高騰の影響などもあり、依然として予断を許さない状況が続いております。
　このような中、当社グループはお客様、お取引先、従業員及びその家族の安全を最優先とし新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を図りつつ、更なる顧客獲得に向け、状況の変化に対応した積極的な営業活動に
努めてまいります。
　また、新たな事業領域に挑戦し、安定した収益基盤を構築するため、中長期的には以下の事業戦略を進
めてまいります。
　１．既存事業の需要開拓、低収益からの転換
　２．新規事業による新たな顧客の創造
　３．ＥＳＧ／ＳＤＧｓ視点での経営基盤の強化
　上記の事業戦略に基づき、クリナップグループの強みをより一層発揮させ、「持続的な成長」の実現を
目指して邁進してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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会社の経営の基本方針

上記三つの理念（創業者理念・企業理念・行動理念）に根ざした強い人材・組織・事業を
育成することにより、経営を強化／高度化し、“The Kitchen Company”を確立します。

ご参考

クリナップの企業理念
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中長期計画

長期ビジョン

クリナップ サステナブルビジョン 2030（CSV30）

財務目標（連結）2020年度比売上高30％以上・営業利益3.5倍以上、販管費率30％以下

非財務目標 2013年度比温室効果ガス50％削減
　　　　　　 女性管理職比率15％、男性育児休業取得率100％、有給休暇取得率60％

＜2030年度目標＞

　

ご参考

『 人と暮らしの未来を拓く 』
私たちクリナップは、システムキッチンのパイオニア
として、新たな食住空間の可能性を広げ、創造し、
世界中のすべての家族から選ばれ続ける企業となります。

■重点指針
１．キッチンメーカーとして新たな事業領域に挑戦し、安定した収益基盤をつくれている
２．顧客接点の多様化、デジタル化に対応し、より身近で選ばれ続ける存在になっている
３．人財を活性化し、能力を最大限発揮できる職場づくりを実現できている
４．持続可能な社会の実現に貢献できる会社になっている

18



2022/05/24 20:50:51 / 21825308_クリナップ株式会社_招集通知

中長期計画

中期経営計画（2021～2023年度）の基本方針と戦略

財務目標（連結）売上高1,200億円、営業利益50億円、営業利益率4.2％

戦略１
　

既存事業の需要開拓、低収益からの転換

　水まわり３品（キッチン、浴室、洗面）事業での安定した収益確保を目的に、主に、次
の点に取り組む

　　①中高級品の販売力強化、システムバス販売の底上げ、リフォーム需要獲得
　　②水まわり３品事業で培ったノウハウを活かした、サービス、物流分野での外販ビジネ

スの拡大
　　③生産変革、ＣＰＳを核とした原価低減、間接業務の効率化、利益改善

戦略２
　

新規事業による新たな顧客の創造

　中長期的な成長戦略として、新たな顧客の創造を目的に次の点に取り組む
　　①新商材やサービス、新チャネルについての施策を実行計画に展開
　　②海外事業戦略における３つのビジネスモデルを強力に推進

戦略３
　

ESG／SDGs視点での経営基盤の強化

　持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じ重要課題（ＥＳＧ課題）の解決に取り組む

中期経営計画の基本方針

クリナップグループの強みを発揮し、「持続的な成長」を実現します
１．既存事業の収益力向上　２．事業領域の拡大　３．成長のための経営基盤強化
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財産及び損益の状況の推移

期　別

区　分

第66期
(2019年３月期)

第67期
(2020年３月期)

第68期
(2021年３月期)

第69期
(当連結会計年度)
(2022年３月期)

売上高 (百万円) 104,486 107,525 104,185 113,305

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △376 2,545 2,714 4,261

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(百万円) △704 1,465 1,746 3,155

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) △19.26 39.91 47.34 85.55

総資産 (百万円) 80,408 80,106 83,939 85,289

純資産 (百万円) 50,824 50,898 52,761 54,636

１株当たり純資産額 (円) 1,388.62 1,379.67 1,430.20 1,481.01

自己資本比率 (％) 63.2 63.5 62.9 64.1

⑸　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき、また、１株当たり純資産
額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。ただし、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出し
ております。

２．「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社株式を、第66期及び第67期の１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、第66期の１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用
しており、当連結会計年度（第69期）の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。
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財産及び損益の状況の推移

期　別

区　分
第66期

(2019年３月期)
第67期

(2020年３月期)
第68期

(2021年３月期)
第69期

(当事業年度)
(2022年３月期)

売上高 (百万円) 98,015 100,631 97,710 107,030

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △511 2,119 2,274 3,822

当期純利益又は当期純損失（△） (百万円) △704 1,248 1,509 2,872

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) △19.26 34.01 40.93 77.86

総資産 (百万円) 77,530 76,897 80,273 81,653

純資産 (百万円) 48,731 49,303 50,597 52,377

１株当たり純資産額 (円) 1,331.41 1,336.45 1,371.53 1,419.79

自己資本比率 (％) 62.9 64.1 63.0 64.1

②　当社の財産及び損益の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき、また、１株当たり純資産
額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。ただし、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出し
ております。

２．「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社株式を、第66期及び第67期の１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、第66期の１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用して
おり、当事業年度（第69期）の数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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財産及び損益の状況の推移

104,486

第66期

107,525

第67期

104,185

第68期

113,305

第69期
（当期）

売上高（百万円） （連結）

△376

第66期

2,545

第67期

2,714

第68期

4,261

第69期
（当期）

経常利益又は経常損失（△）（百万円） （連結）

△704

第66期

1,465

第67期

1,746

第68期

3,155

第69期
（当期）

△19.26

39.91
47.34

85.55

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）（百万円）／
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（円）

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

（連結）

80,408

第66期

80,106

第67期

83,939

第68期

85,289

第69期
（当期）

63.2 63.5 62.9 64.1

総資産（百万円）／自己資本比率（％）
総資産 自己資本比率

（連結）

50,824
1,388.62

第66期

50,898

1,379.67

第67期

52,761

1,430.20

第68期

54,636

1,481.01

第69期
（当期）

純資産（百万円）／１株当たり純資産額（円）
純資産 １株当たり純資産額

（連結）

△1.4

第66期

2.9

第67期

3.4

第68期

5.9

第69期
（当期）

ROE（%） （連結）
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社クリナップステンレス加工センター 126百万円 100％ ステンレス素材の切断、着色加工及び販売

井上興産株式会社 10 100 建材及びステンレス鋼材の販売

クリナップロジスティクス株式会社 50 100 利用運送事業、運送及び倉庫業

クリナップテクノサービス株式会社 87 100 厨房・浴槽・洗面機器の施工及びアフ
ターサービス

クリナップキャリアサービス株式会社 100 100 人材派遣業及び介護事業

クリナップハートフル株式会社 25 100 事務受託事業

クリナップソリューション株式会社 25 100 コンピュータソフトウェアの開発及び
販売、人材派遣業

可麗娜厨衛（上海）有限公司 320万米ドル 100 厨房・浴槽等の商品及び部品の販売

⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）可麗必斯家具（瀋陽）有限公司は、2021年５月に清算結了しております。

事業部門 事業の内容

厨房部門 厨房機器の製造、販売、施工、アフターサービス及びこれらに関連する事業

浴槽・洗面部門 浴槽・洗面機器の製造、販売、施工、アフターサービス及びこれらに関連する事業

その他 ステンレス素材の切断、着色加工及び販売、運送事業、人材派遣事業、介護事業、コンピュー
タソフトウェアの開発及び販売並びにこれらに関連する事業

⑺　主要な事業内容（2022年３月31日現在）
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主要な営業所及び工場

本社 東京都荒川区西日暮里６丁目22番22号

営業拠点 北日本支社 宮城県仙台市 15営業所 17ショールーム

東京支社 東京都千代田区 46営業所 35ショールーム

中部支社 愛知県名古屋市 15営業所 12ショールーム

関西支社 大阪府大阪市 31営業所 26ショールーム

九州支店 福岡県福岡市 13営業所 12ショールーム

台湾支店 中華民国

工場 四倉・鹿島システム・湯本・クレート・鹿島（いずれも福島県いわき市）

岡山（岡山県勝田郡勝央町）、津山（岡山県津山市）

株式会社クリナップステンレス加工センター 福島県いわき市

井上興産株式会社 東京都荒川区

クリナップロジスティクス株式会社 東京都中央区

クリナップテクノサービス株式会社 埼玉県草加市

クリナップキャリアサービス株式会社 福島県いわき市

クリナップハートフル株式会社 東京都荒川区

クリナップソリューション株式会社 東京都荒川区

可麗娜厨衛（上海）有限公司 中華人民共和国

⑻　主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
①　当社

（注）香港支店は、2021年5月に閉鎖しております。

②　子会社

（注）可麗必斯家具（瀋陽）有限公司は、2021年５月に清算結了しております。
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事業部門等の名称 従業員数 前連結会計年度末比増減

厨房、浴槽・洗面関連等（営業） 2,027名 ＋　44名

厨房、浴槽・洗面関連等（生産） 945 △　10

管理その他 497 △　19

合計 3,469 ＋　15

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

2,941名 ＋　45名 41.0才 16.0年

⑼　従業員の状況（2022年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．事業部門を兼務する従業員がほとんどのため、従業員数を部門別に表示しておりません。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であります。

借入先 借入残高

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,224百万円

農林中央金庫 996

株式会社三井住友銀行 996

株式会社みずほ銀行 402

⑽　主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

⑾　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特記すべき重要な事項はありません。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 130,000,000株

⑵　発行済株式の総数 37,442,374株（自己株式551,254株を含む）

⑶　株主数 9,189名

株主名 持株数 持株比率

株式会社井上 8,609千株 23.3％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,542 6.8

クリナップ真栄会 2,209 5.9

クリナップ共進会 2,068 5.6

株式会社タカヤス 1,829 4.9

クリナップ社員持株会 1,761 4.7

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 757 2.0

株式会社日本カストディ銀行（信託口) 751 2.0

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 693 1.8

株式会社ミツウロコグループホールディングス 597 1.6

２．会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）

⑷　大株主

（注）持株比率は、自己株式（551,254株）を控除して計算しております。
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会社の新株予約権等に関する事項

３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日における新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 井　上　強　一

代表取締役
（社長執行役員） 竹　内　　　宏 営業部門、ハウス営業部、直需営業部管掌

取締役
（副社長執行役員） 小　島　輝　夫 法務・監査部担当 兼 人事部、情報システム部管掌

取締役
（専務執行役員） 山　田　雅　二 購買部、生産部門管掌

取締役
（専務執行役員） 大　竹　重　雄 ＣＳ推進部、開発部門、リテール事業企画部、リテール営業部管掌

取締役
（専務執行役員） 川　田　和　弘 経理部担当 兼 経営企画部管掌

取締役
（専務執行役員） 井　上　泰　延 総務部、海外事業推進部担当

取締役 川　﨑　　　享 株式会社エム・アイ・ピー　代表取締役社長
株式会社リンガーハット　社外取締役

取締役 千代田　有　子 千代田法律事務所　代表
株式会社ＴＢＫ　社外取締役

常勤監査役 山　根　康　正

常勤監査役 島　崎　憲　夫

監査役 新　谷　謙　一 新谷法律事務所　代表

監査役 高　品　　　彰 高品公認会計士事務所　代表

４．会社役員に関する事項（2022年３月31日現在）
⑴　取締役及び監査役の氏名等

（注）１．取締役川﨑享及び千代田有子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役新谷謙一及び高品彰の両氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役山根康正氏は、長年にわたり当社経理部門で経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
４．監査役高品彰氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。
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会社役員に関する事項

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各社外監査役との間で責任限定契約を締結し
ております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにあたり善意で
かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しておりま
す。当該保険契約の被保険者の範囲は、社外を含む取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担してお
りません。当該保険契約では、被保険者である役員が、その業務に起因して株主、投資家、従業員その他の第
三者から損害賠償請求を提起された場合の損害賠償金及び訴訟費用等を補うものです。ただし、被保険者の職
務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因する
損害賠償請求等については、補填の対象としないこととしております。

⑷　取締役及び監査役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2020年８月６日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を
決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外
役員（社外取締役及び社外監査役）で構成される任意の経営諮問委員会（以下、経営諮問委員会という。）
の答申を受けております。
　また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答
申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
ａ．基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は、金銭による固定報酬のみとし、会社の業績及び社会情勢を踏まえた上で、当人の業
績貢献度、役割遂行度のほかインセンティブも考慮し、総合的に勘案してその額を決定し、月例で支払
う。
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会社役員に関する事項

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

252
（9）

252
（9）

－
（－）

－
（－）

9
（2）

監査役
（うち社外監査役）

46
（11）

46
（11）

－
（－）

－
（－）

4
（2）

合計
（うち社外役員）

299
（20）

299
（20）

－
（－）

－
（－）

13
（4）

ｂ．報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任するこ
とができる。尚、代表取締役は、株主総会において承認を得た報酬等の範囲内において、経営諮問委員会
の答申を得たうえで決定するものとする。

ｃ．上記のほか報酬等の決定に関する方針
会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取
締役会決議によって、各取締役報酬の一部返上をすることができる。

②　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１．取締役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内（ただし、使用人分給
与は含まない）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名です。

２．監査役の報酬限度額は、1994年６月29日開催の定時株主総会において月額７百万円以内と決議されております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

３．取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役である社長執行役
員（営業部門、ハウス営業部、直需営業部管掌）竹内宏が各取締役の最終評価を行い、担当を持たない代表取締役
会長井上強一の客観的な助言を得て取締役の個人別報酬の額を決定しております。また、委任した理由は、当社全
体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したことによ
ります。
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会社役員に関する事項

出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 川　﨑　　　享

当事業年度中に開催した取締役会15回全てに出席いたしました。
主に企業経営者としての豊富な経験や幅広い見地から発言を行っており、特に企業経営
全般に関する事項について、その経験、見地を活かし、適切な助言や監督を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、経営諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会３回全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監
督機能を担っております。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行取締役等との重要な兼職に関する事項

　取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役社長であります。当社は同社との間に生産管
理についてのコンサルティングに関する取引関係がありますが、当事業年度における取引額は、当社の当連
結会計年度における販売費及び一般管理費の0.1％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はあり
ません。
　また、当社代表取締役会長である井上強一氏は、川﨑享氏が代表取締役社長を務める株式会社エム・ア
イ・ピーの社外監査役であり、当社と同社とは役員の相互就任の関係となります。
　取締役千代田有子氏は、千代田法律事務所の代表であります。当社と同法律事務所との間には特別の関係
はありません。
　監査役新谷謙一氏は、新谷法律事務所の代表であります。当社と同法律事務所との間には特別の関係はあ
りません。
　監査役高品彰氏は、高品公認会計士事務所の代表であります。当社と同公認会計士事務所との間には特別
の関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項
　取締役川﨑享氏は、株式会社リンガーハットの社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関
係はありません。
　取締役千代田有子氏は、株式会社ＴＢＫの社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係は
ありません。

③　当社又は当社の特定関係事業者の業務執行取締役等との親族関係
　該当事項はありません。

④　当事業年度における主な活動状況
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会社役員に関する事項

出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 千代田　有　子

当事業年度中に開催した取締役会15回全てに出席いたしました。
主に弁護士としての豊富な経験や専門的な見地から発言を行っており、特に企業法務に
関する事項について、その経験、見地を活かし、適切な助言や監督を行うなど、意思決
定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、経営諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会３回全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監
督機能を担っております。

社外監査役 新　谷　謙　一
当事業年度中に開催した取締役会15回全てに出席し、また、当事業年度中に開催した監
査役会15回全てに出席いたしました。
主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。

社外監査役 高　品　　　彰
当事業年度中に開催した取締役会15回全てに出席し、また、当事業年度中に開催した監
査役会15回全てに出席いたしました。
主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。
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会計監査人の状況

支払額

公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 33百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称
仰星監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の
額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部門及び会
計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根
拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の
報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第１項及び同条第２項の同意を行っております。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人に関し、以下のいずれかの事象が発生した場合には、検討を行い、解任又は不再任
が妥当と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が当該決定
に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
①　会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合
②　監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合
③　会計監査人の継続監査年数等を勘案し、解任又は不再任が妥当と判断した場合
④　当社都合の場合
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断した場合は、監査役全員一致の決議
により、監査役会が会計監査人を解任いたします。
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業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

６．業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す
るための体制について、取締役会で決議した内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。

業務の適正を確保するための体制について取締役会で決議した内容
　当社グループは、企業理念である「家族の笑顔を創ります」をはじめとする経営理念体系の実践により、企
業価値の向上を図り、企業としての社会的責任を果たすため、当社グループの業務の適正を確保するための体
制の整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。
⑴　当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
①　当社グループは、「行動理念」を含む経営理念体系のもと、社内規程「クリナップグループ行動基
準」（以下、行動基準という。）を定め、当社グループのすべての役員及び従業員はこれを遵守する。
また、内部監査担当部門を中心に「行動基準」の浸透と実現に努める。

②　当社グループは、「内部通報対応規程」を定め、内部通報制度による不正行為等の早期発見及び是正
を図るとともに、通報者の保護を行う。

③　当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」その他関連社内規程に基づき、監査役等と連携を図り、
子会社を含めたグループ全体の監査を行い、その結果を被監査部門のみならず、関係部門並びに当社代
表取締役及び当社監査役へ報告する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　当社グループは、「総括文書管理規程」その他関連規程を定め、当社及び当社子会社の取締役の職務
の執行に係る情報につき、適切に保存及び管理を行うとともに、秘密保持に努める。

②　取締役及び監査役は、これらの情報を必要なときに閲覧できる。
⑶　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社グループは、「危機管理規程」その他関連規程を定め、社員及び関係者の安全の確保並びに会社
が受ける被害等を最小限に抑えることを目的にグループ全体の危機管理体制を整備する。

②　各部門、各子会社に係る各種危機管理体制を整備し、危機事象の把握、分析、対応策の検討を行い、
予防に努める。また、危機事象が発生した場合の対処につき整備する。
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業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

⑷　当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社グループの中期経営計画を定め、それに基づき当社各部門及び子会社各社が策定した年度計画等
を審査し、年度予算の配分を決定する。

②　「取締役会規則」「組織規程」その他関連規程により、取締役の合理的な業務分掌、チェック機能を
備えた権限、意思決定及び指揮命令系統を整備する。また、子会社においてもこれに準拠した体制を構
築する。

③　執行役員制度を導入し、業務執行責任の明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は執行役員の任命
及び業務執行状況の監督を行う。

⑸　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
　「関係会社管理規程」その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他
の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付ける。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査部門に属する使用人を配置す
る。

⑺　前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　前号の使用人の任命及び人事並びに監査部門の組織変更の最終決定は、監査役会の承認を必要とす
る。

②　当該使用人は、他部門の使用人を兼務することができず、その指揮命令系統は監査役とする。
⑻　当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制
①　当社グループの役員及び使用人は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、又は当
社グループに著しく影響を及ぼす重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ず
る事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査役に報告することとする。

②　当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」により、当社監査役に監査状況等を定期的に報告する。
③　当社グループの内部通報担当部門は、当社監査役に内部通報の状況等について定期的に報告する。
④　当社グループは、上記の報告を行った役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、
不利な取り扱いを行うことを禁止する。
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業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

⑼　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該
監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。

⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役が、取締役会の他、重要な会議に出席する等、代表取締役及び取締役並びに執行役員等と定期
的に意見交換を行う機会を確保する。

②　監査役が重要会議の議事録及び稟議書等を常時閲覧できる体制を整備する。
③　監査役は、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、監査部門、経理部門その他の各部門に監
査への協力を求めることができる。

⑾　反社会的勢力排除に向けた体制
　反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応することとし、「行動基準」及び「反社会的勢力排除に
向けた基本方針」において、反社会的勢力との関わりを一切持たないことを定め、反社会的勢力の排除に
向けて全社的に取り組むこととする。
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業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、上記の基本方針に基づいて体制の整備を行っております。当事業年度におけるその運用状況の概
要は以下のとおりであります。
⑴　コンプライアンスに対する取り組みについて
　「行動基準」の周知徹底を図るため、行動基準ハンドブックをすべての取締役等及び使用人に配付して
おり、入社時の他、「行動基準」の改定時等、必要に応じた研修・教育の実施等を通じて、コンプライア
ンス意識の向上に取り組んでおります。
　また、「内部通報対応規程」に基づき、内部通報の受付窓口を社内（コンプライアンス担当部門）と社
外（外部の弁護士）に置く「クリナップホットライン」を運用しており、通報者の保護を徹底しつつ、通
報情報を調査し問題を入手し是正に取り組んでおります。

⑵　損失の危険の管理に対する取り組みについて
　自然災害等、経営に重大な損害や影響等を与える可能性のある不測の事態の発生に備え、事業継続計画
書に基づき、その低減を図るべく推進しております。
　また、企業活動における対処すべきあらゆるリスクの発生を事前に把握・管理し対策を講じるととも
に、将来起こり得る損失の発生についての予測・低減・回避を全社的に取り組むことを目的としたリスク
マネジメント委員会の開催や「危機管理規程」その他関連規程に基づき、危機管理体制の確認を行ってお
ります。

⑶　取締役等の職務執行の効率性の確保に対する取り組みについて
　取締役会は、2021年度、取締役会を15回開催し、法令又は定款に定める事項のほか、業務執行の決定
及び業務執行の基本事項について代表取締役又は担当取締役並びに執行役員から報告を求め、職務の執行
を監督しております。
　また、執行役員会に取締役が出席し、中期経営計画、年度計画及び執行役員の業務執行の進捗状況につ
いて相互間の連携を図っております。

⑷　子会社管理に対する取り組みについて
　「関係会社管理規程」その他関連規程に基づき、子会社が当社の取締役会決議や社長承認を要する事項
及び報告する事項を定め、適切な運用を行っております。

⑸　監査役監査の実効性確保に対する取り組みについて
　監査役会は、2021年度、監査役会を15回開催し、監査方針や監査計画などの決定や各監査役の監査に
関する重要な事項について各監査役との情報共有を図っております。
　また、常勤監査役は、執行役員会をはじめとする社内の重要な会議に出席して当社グループの重要な情
報の把握に努めております。そして、内部監査担当部門、子会社の監査役及び会計監査人との定期的会
合、代表取締役との定期的会合などを行い、当社グループ全体の監査の充実を図っております。

（注）本事業報告中の記載金額、株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2022年３月31日現在） (単位：百万円)

科目 金額

（資産の部）
流動資産 54,236
現金及び預金 21,486
受取手形 634
売掛金 13,506
契約資産 326
電子記録債権 13,275
有価証券 1,298
商品及び製品 1,310
仕掛品 167
原材料及び貯蔵品 1,215
その他 1,012

固定資産 31,053
有形固定資産 20,166
建物及び構築物 7,206
機械装置及び運搬具 3,108
工具、器具及び備品 1,058
土地 6,928
リース資産 1,525
建設仮勘定 339
無形固定資産 3,255
ソフトウエア 2,288
ソフトウエア仮勘定 838
その他 128
投資その他の資産 7,631
投資有価証券 4,663
退職給付に係る資産 272
繰延税金資産 325
その他 2,487
貸倒引当金 △117

資産合計 85,289
　

科目 金額

（負債の部）
流動負債 26,376
買掛金 7,150
電子記録債務 7,109
短期借入金 1,500
１年内返済予定の長期借入金 1,994
リース債務 215
未払金 4,855
未払法人税等 924
契約負債 700
賞与引当金 1,194
製品保証引当金 80
資産除去債務 5
その他 645

固定負債 4,277
長期借入金 334
リース債務 1,243
役員退職慰労引当金 416
資産除去債務 412
繰延税金負債 234
その他 1,636

負債合計 30,653
（純資産の部）

株主資本 53,133
資本金 13,267
資本剰余金 12,351
利益剰余金 27,934
自己株式 △419
その他の包括利益累計額 1,502
その他有価証券評価差額金 1,491
為替換算調整勘定 94
退職給付に係る調整累計額 △83
純資産合計 54,636
負債純資産合計 85,289
　

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 113,305
売上原価 74,737
売上総利益 38,568
販売費及び一般管理費 34,772
営業利益 3,795
営業外収益
受取利息 15
仕入割引 306
その他 231 553

営業外費用
支払利息 28
その他 59 87
経常利益 4,261
特別利益
固定資産売却益 1
投資有価証券売却益 132
雇用調整助成金 19 152

特別損失
固定資産除売却損 52
退職特別加算金 20
減損損失 13
新型コロナウイルス感染症による損失 19 105
税金等調整前当期純利益 4,308
法人税、住民税及び事業税 1,029
法人税等調整額 123 1,152
当期純利益 3,155
親会社株主に帰属する当期純利益 3,155
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 13,267 12,351 25,570 △419 50,769
会計方針の変更による累積的影響額 △53 △53
会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高 13,267 12,351 25,516 △419 50,715

当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △737 △737
親会社株主に帰属する当期純利益 3,155 3,155
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額)
当連結会計年度変動額合計 － － 2,418 △0 2,418
当連結会計年度末残高 13,267 12,351 27,934 △419 53,133

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 1,844 △11 159 1,992 52,761
会計方針の変更による累積的影響額 △53
会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高 1,844 △11 159 1,992 52,708

当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △737
親会社株主に帰属する当期純利益 3,155
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額) △352 106 △243 △490 △490

当連結会計年度変動額合計 △352 106 △243 △490 1,927
当連結会計年度末残高 1,491 94 △83 1,502 54,636
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貸借対照表

貸借対照表（2022年３月31日現在） (単位：百万円)

科目 金額

（資産の部）
流動資産 50,329
現金及び預金 18,474
受取手形 634
売掛金 12,933
契約資産 326
電子記録債権 13,104
有価証券 1,298
商品及び製品 1,232
仕掛品 154
原材料及び貯蔵品 1,176
未収入金 602
その他 392

固定資産 31,324
有形固定資産 18,771
建物 6,057
構築物 264
機械及び装置 3,019
車両運搬具 12
工具、器具及び備品 1,038
土地 6,512
リース資産 1,525
建設仮勘定 339
無形固定資産 3,350
借地権 40
ソフトウエア 2,364
ソフトウエア仮勘定 863
その他 81
投資その他の資産 9,202
投資有価証券 4,656
関係会社株式 1,708
長期貸付金 88
長期前払費用 298
差入保証金 1,973
前払年金費用 437
その他 158
貸倒引当金 △117

資産合計 81,653
　

科目 金額
（負債の部）

流動負債 25,009
買掛金 6,909
電子記録債務 7,109
短期借入金 1,500
１年内返済予定の長期借入金 1,994
リース債務 215
未払金 4,658
未払法人税等 789
未払消費税等 294
契約負債 210
未払費用 179
預り金 43
賞与引当金 1,019
製品保証引当金 80
資産除去債務 5

固定負債 4,266
長期借入金 334
リース債務 1,243
長期未払金 26
長期預り金 1,609
役員退職慰労引当金 416
資産除去債務 412
繰延税金負債 224

負債合計 29,276
（純資産の部）

株主資本 50,886
資本金 13,267
資本剰余金 12,351
資本準備金 12,351
利益剰余金 25,687
利益準備金 1,077
その他利益剰余金 24,610
固定資産圧縮積立金 189
別途積立金 18,800
繰越利益剰余金 5,620

自己株式 △419
評価・換算差額等 1,491
その他有価証券評価差額金 1,491
純資産合計 52,377
負債純資産合計 81,653
　

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 107,030
売上原価 69,533
売上総利益 37,496
販売費及び一般管理費 34,413
営業利益 3,083
営業外収益
受取利息及び配当金 371
仕入割引 307
その他 174 852

営業外費用
支払利息 24
その他 89 113
経常利益 3,822
特別利益
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 132 132

特別損失
固定資産除売却損 50
退職特別加算金 17
減損損失 13 80
税引前当期純利益 3,874
法人税、住民税及び事業税 829
法人税等調整額 172 1,002
当期純利益 2,872
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金
資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 13,267 12,351 12,351 1,077 193 18,800 3,483 23,553 △419 48,753
会計方針の変更による累積的影響額 △1 △1 △1
会計方針の変更を反映した当期首残高 13,267 12,351 12,351 1,077 193 18,800 3,481 23,552 △419 48,752
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩し △4 4 － －
剰余金の配当 △737 △737 △737
当期純利益 2,872 2,872 2,872
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － △4 － 2,138 2,134 △0 2,134
当期末残高 13,267 12,351 12,351 1,077 189 18,800 5,620 25,687 △419 50,886

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 1,844 1,844 50,597
会計方針の変更による累積的影響額 △1
会計方針の変更を反映した当期首残高 1,844 1,844 50,596
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩し －
剰余金の配当 △737
当期純利益 2,872
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352 △352 △352
当期変動額合計 △352 △352 1,781
当期末残高 1,491 1,491 52,377
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連結計算書類に係る会計監査報告

仰　星　監　査　法　人
　　東　京　事　務　所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川　﨑　　　浩
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 春　田　岳　亜

独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

ク　リ　ナ　ッ　プ　株　式　会　社
　取　締　役　会　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、クリナップ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クリ
ナップ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

仰　星　監　査　法　人
　　東　京　事　務　所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川　﨑　　　浩
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 春　田　岳　亜

独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

ク　リ　ナ　ッ　プ　株　式　会　社
　取　締　役　会　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、クリナップ株式会社の2021年４月１日から2022年３月
31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ
か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、法務・
監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び仰星監査法人から当該内部
統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む。）の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月19日

クリナップ株式会社 監査役会

常勤監査役 山　根　康　正 ㊞

常勤監査役 島　崎　憲　夫 ㊞

監 査 役 新　谷　謙　一 ㊞

監 査 役 高　品　　　彰 ㊞
　
注）監査役新谷謙一及び監査役高品彰は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会資料の電子提供制度のお知らせ

株主総会資料の電子提供制度のお知らせ
会社改正により株主総会資料の電子提供制度が始まります。
2023年３月以降に開催される株主総会よりこれまで郵送していた書面の株主総会資料（※）が原則ウェブ化さ
れます。株主様におかれましては、当社からお手元に届く書面（ウェブサイトへのアクセス方法等を記載した招
集通知）によるご案内からウェブサイトにアクセスし、株主総会資料をご確認いただく形に変更となります。
※株主総会資料とは、株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。

株主総会資料が原則「書面」から「ウェブ」でのご確認に変更となります。

インターネットのご利用が困難な株主様へ

2022年９月１日以降、書面で受領するためのお手続きが可能です。（書面交付請求）
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地図

株主総会会場ご案内図

〒116－0002 東京都荒川区東日暮里５丁目50番５号
電話　03－3803－1234（代）

交通： ＪＲ日暮里駅　南改札口より徒歩１分
日暮里・舎人ライナー日暮里駅より徒歩３分

りそな銀行 言問通り→西日暮里駅前
郵便局 三井住友銀行
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※駐車場の収容台数には限りがございますので、なるべく電車等の交通機関をご利用ください。


